
就労準備支援事業
その他就労準備支援

居住支援事業
（シェルター事業）
その他緊急支援

居住支援事業
（地域居住支援事業）
その他地域居住支援

家計改善支援事業
その他家計改善支援

子どもの学習・生活支援事業
その他子どもの学習・生活支
援

・子どもの学習・生活支援事業を次の通り実施しています。
１．週二日（平日・休日）に市内の公共施設を利用し実施。
２．1回あたり4時間の時間を設け、子供の居場所づくり、学習のア
ドバイスだけではなく保護者との面談も対応しています。

生活困窮者に対する各種支援の実施状況
自治体名 東久留米市

相談窓口 福祉総務課

連絡先 042-470-7777（代）

・就労準備支援事業は実施していません。
・自立相談支援事業にて、認定就労訓練事業所・東京都しごとセン
ター専門サポート等の団体と連携し、「日常生活自立」「社会生活
自立」「就労自立生活」の3つのステージに応じた支援を実施。

・居住支援事業（シェルター事業）並びにその他緊急支援は実施し
ていません。

・家計改善支援事業は実施していません。
・自立相談支援事業にて、東京都生活再生窓口・多摩パブリック法
律事務所等と連携を諮り、債務整理や家計に関する相談に対応して
います。

・居住支援事業（地域居住支援事業）並びにその他地域居住支援は
実施していません。
・自立相談支援事業にて、居住支援法人等と連携を諮り、住居に関
する相談に対応しています。


